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山形県司法書士会平成３０年度 

第２回 理 事 会 議事概要 

 

１．日  時  平成３０年６月９日（土）１５時～１７時 

１．場  所 司法書士会館 ２階大会議室  

１．組 織 員 会 長 小松 修   

       副会長 伊藤健太郎 早坂智佳子 那須 修 

       理 事 佐藤 剛 鹿俣貴裕 本田哲郎 石沢光康 加藤臣和 

            三浦康友 加藤史子 樋口泰栄 神尾健悦 佐藤正弓 

        （組織員総数１４名  出席者１４名  欠席者なし） 

司  会 佐藤 剛 

１．開  会 副 会 長 那須 修 

１．会長挨拶 会  長 小松 修 

１．議  長 会則第３４条第２項により会長 

１．議事録署名人選任（会則第３７条第２項により議長及び出席組織員のうち２名） 

       議事録署名人に石沢光康理事、三浦康友理事を選任した。 

 

 

１．議  事 

（報告事項） 

１．第 78回定時総会の件【資料１－１】【資料１－２】 

  ●佐藤部長、伊藤副会長より収支を含め報告があった。 

   小松会長が総会運営、懇親会席次等について組織員に意見を求めた。 

２．東北ブロック司法書士会第 63回定時総会の件 

  ●伊藤副会長より全議案承認されたことの報告があった。 

   次年度は当会が担当会であり、6/1（土）に山形グランドホテルで開催する旨の説 

明があった。 

３．オンライン資格者代理人方式の件 

●小松会長より導入については、慎重派、推進派と各単位会で意見が分かれて 

いるが、当会では日司連執行部に沿って推進したいとの説明があった。 

 

（審議事項） 

第１号議案 会費免除申請の件【資料２－１】【資料２－２】【資料２－３】【資料２－４】 

      ●佐藤総務部長より提案があり、申出のあった当該会員の会費を６か月免除

することを満場一致で可決承認した。 

 

第２号議案 会費免除申請会員の東北ブロック会費の本会負担の件 

      ●伊藤副会長より提案があり、月額２５０円の東北ブロック会費を本会負担 

とすることを満場一致で可決承認した。 
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第３号議案 支部交付金支給の件【資料３】 

      ●鹿俣経理部長より提案があり、提案通り満場一致で可決承認した。 

       但し山形支部への支給金額を 285,000円に訂正する。 

小松会長が支部交付金の見直しについて組織員に意見を求めた。 

[意見] 

鹿俣部長：置賜支部では数年前に支部会費を値下げした経緯がある。 

本田部長：支部理事の立場としては、交付金がないと事業計画を立てるう 

えで不安である。支部会費を元の額に戻せば問題ないと思う。 

       三浦理事：支部理事の立場としては交付金を下げても問題はない。 

       伊藤副会長：支部交付金の使途による。支部長会の議題としたい。 

       那須副会長：本来は本会でできない部分を支部へ委託するための事務費で 

ある。今般は支部の事務量が減ってきている。 

 

第４号議案 米沢市との空き家に関する協定締結の件 

      ●那須副会長より提案があり、上山市と同様の内容で協定を結ぶことについ 

て満場一致で可決承認した。 

石沢部長より相談員名簿について提案があり、上山市へ提出した相談員名 

簿を全市町村共通で使用できるように改訂することについて、満場一致で 

可決承認した。 

 

第５号議案 第７９回山形県法書士会総会開催日決定の件 

      ●伊藤副会長より提案があり、平成３１年５月１７日（金）に開催するとい

うことで、満場一致で可決承認した。 

 

（協議事項） 

第１号 公益活動に関する規則、規程について 

 ●伊藤副会長より公益活動の規定からすると目的は達しているため報告は不要 

  との意見や、１０号の認定申請が多様化したことにより対応が必要となる旨の 

説明があり、組織員より下記の意見が述べられ、継続して検討することとした。 

[意見] 

     佐藤正弓理事：報告義務は無くしてもよい。 

     神尾理事：公益活動の定義が曖昧である。 

     樋口理事：公益活動の判断が曖昧、規程に当てはまるものを報告しているが、 

報告書を作成するための振り返りに手間がかかる。 

     加藤理事：報告義務により公益的活動の本質である「自発的」の部分がそがれ 

          る。 

     三浦理事：公益的活動について自分の感覚と規程上の公益活動にずれがある。 

          後見・相談は公益活動とは言い切れず業務の一環と捉える。報告義 

          務があるからやるものでもない。 

 

 第２号 休業届の提出があった場合の運用について 

     ●伊藤副会長より規則規程の定めはないが、職務上請求書・会員証等・会員徽章
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の預かりや看板の目隠し・ホームページの会員名簿からの削除などを行ってい

る旨の説明があった。 

組織員より下記の意見が述べられ、当会としては、会員証・補助者証・徽章・

職務上請求書を事務局に預託してもらうとして取り扱うこととした。 

 [意見] 

      神尾理事：会員証を会で預かることについてはわかるが、看板等を隠すことに 

ついては、地域住民等に不祥事等があったのではないかという憶測

を与えてしまう恐れがあるのではないか。 

      早坂副会長：補助者証の回収も検討すべきではないか。 

      石沢部長：休業する会員の負担の少ない方法を検討してほしい。 

 

     

 

第３号 会員証及び司法書士徽章に関する規程の改正について 

     ●佐藤部長より、会員証の更新に関する基準日をもうけることについて説明があ

った。規則整備員会を中心として今年度中に改正することとした。 

 

第４号 備品購入について 

    ●伊藤副会長から、各委員会で必要備品があればできるだけ早めに経理部までご

連絡をいただきたい旨の提案があった。その場で企画研修委員会よりノートパ

ソコンを２台購入したいとの要望があった。 

 

第５号 事業計画、年間スケジュールの確認について 

    ●各部各委員会より下記の説明があった。 

総務部 

非司調査：今年度より調査庁を４庁から３庁へ減らす意向である。 

規則整備：会員証規程の改正、通知文書の整理。 

     企画研修部 

企画研修：本年の研修内容及びスケジュールについて。 

広  報：会報の内容及びスケジュールについて。 

     社会事業部 

相談センター：常設及び有料相談会、日司連からの要望に応じての特色のあ

る相談会の実施について。アンケートは分析し業務へフィードバックする。 

社会事業：高校生のための法律講座、成年後見講座及び施設での相談会の実

施について。 

調停センター：規程の整備、研修会の実施について。 

 

小松会長から高校生のための法律講座の教材の件で意見が出された。 

 

第６号 司法書士制度１５０周年に向けた周年事業の検討について 

【協議振替審議 第６号議案】 

    ●小松会長より特別委員会の設置の提案があり、１５０周年記念事業検討委員会
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を設置することについて、満場一致で意義なく可決承認した。尚、委員数等、

委員会の詳細については会長に一任することとなった。 

 

第７号 司法書士試験受験者の増加に向けた取組について 

    ●伊藤副会長及び小松会長より、試験制度のＰＲに関する取り組みについての説

明があり、第６号議案の委員会で合わせて検討することとした。 

 

第８号 事務局職員有給休暇取得の件 

     ●伊藤副会長より提案があり、事務局員の有給休暇の取得を推進することとして

今後取り組んで行く旨の説明をし、組織員に意見を求めた。 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

資 料 目 録 

 

 

【資料１－１】 定時総会収支決算書  

【資料１－２】 山形グランドホテル請求書 

【資料２－１】 休業届、会費減免等の申出書 

【資料２－２】 会費減免規則 

【資料２－３】 会費減免規程 

【資料２－４】 休業規程       

【資料３】   平成３０年度支部交付金 

 

 

 


